
 

 
令和３年度 

 
 

松田町下水道事業特別会計補正予算書 
 

（第１号） 

 
 
 
 

令和３年６月  日議決 





議案第３１号 

  

令和３年度 松田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和３年度松田町下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 2,200 千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 251,869 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

令和３年６月２日 提出 

 

 

松田町長 本 山 博 幸 
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　（変　更）

限度額
起債の
方法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利率 償還の方法

千円 千円

公共下水
道事業

39,500 38,500

酒匂川流
域下水道
事業

4,600 3,400

第２表　　地方債補正

起債の
目的

普通貸借
又は

証券発行

普通貸借
又は

証券発行

補　　正　　前 補　　正　　後

年5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率)

政府その他金

融機関の資金に

ついては、その

融資条件による。

ただし、据置

期間及び償還期

限を短縮し、も

しくは繰り上げ

償還又は、低利

に借り換えるこ

とができる。

年5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率)

政府その他金

融機関の資金に

ついては、その

融資条件による。

ただし、据置

期間及び償還期

限を短縮し、も

しくは繰り上げ

償還又は、低利

に借り換えるこ

とができる。
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当該年度中
起債見込額

当該年度中
償還見込額

当該年度中
起債見込額

当該年度中
償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,198,713 1,099,442 39,500 101,179 1,037,763 38,500 101,179 1,036,763

1,301,001 1,196,350 45,300 138,916 1,102,735 43,100 138,916 1,100,535
合    　　計

※表示単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

２．酒匂川流域下水道整備
102,288 96,908 5,800 37,736 64,972 4,600 37,736 63,772

１．公共下水道整備

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分
前前年度末

現在高
前年度末
現在高

補正前の額 補正後の額

当該年度中増減見込
当該年度末

現在高見込額

当該年度中増減見込
当該年度末

現在高見込額
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